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－2010年度定時株主総会の決議結果－ 

2011年５月19日 

 

テレフォニカ（東証第一部（外国株）：コード9481）は、2011年５月18日に本国で以下の発表を

行なった。 

2011年５月18日に第二回招集により開催されたテレフォニカ・エセ・アーの2010年度定時株主総

会は、取締役会が当該総会に提案したすべての議案を絶対多数で承認した。当該総会には、当社の

株式資本の51.857% に相当する2,366,749,861株を代表する67,103名の株主が出席した。 

当該総会で承認された議案には、下記が含まれる。 

第２号決議：使途制限のない剰余金を原資とする分配金の支払い 

2011年11月７日を支払日（現地）として、１株当り0.77ユーロの配当金を支払う。 

その他の決議については、添付の原文を参照されたい。 

マドリッド、2011年５月18日 

 














































































